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Ⅵ 規 正 法 の 罰 則 
 
 
 
 
 
 
規正法は、諸規定が正しく履行されるように、それを担保する意味で罰則が規定さ

れています。 
したがって、規正法違反の罪を犯した者は、それぞれの罪状に応じて処罰されます。 
また、処罰を受けた者は、さらに、一定期間、選挙権及び被選挙権（公民権）が停

止され、投票することも、立候補することもできません。停止期間は、犯した罪や刑
罰の種類によって異なります。 
主な罰則は次のようになっています。 

１ 規正法の寄附の制限に適用される罰則 
No 禁 止 さ れ て い る 寄 附 関係条文 罰  則 関係条文

1 政治団体届出前の寄附の受領・支出 8 ５年以下の拘禁刑 又は 100万円以下の罰金 23

2 会社・労働組合等の寄附制限 21① １年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26Ⅰ

3 会社等への制限を超える寄附の勧誘・ 要求 21③ １年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26Ⅱ

4 政治家の政治活動に関する寄附 21の２ １年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26Ⅰ

5 総枠制限を超える寄附 21の３①②③ １年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26Ⅰ

6 個別制限を超える寄附 22①② １年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26Ⅰ

7

会社等の寄附、公職の候補者への寄附、

総枠 ・個別制限を超える寄附等の受領

22の２ １年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26Ⅲ

8 補助金等交付団体の寄附 22の３①② ３年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26の２Ⅰ

9 補助金等交付団体の寄附の勧誘・要求 22の３⑤ ３年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26の２Ⅱ

10 補助金等交付団体の寄附の受領 22の３⑥ ３年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26の２Ⅲ

11 外国人・外国法人等からの寄附の受領 22の５① ３年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26の２Ⅲ

12 匿名の寄附 22の６① ３年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26の２Ⅳ

13 匿名の寄附の受領 22の６③ ３年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26の２Ⅲ

14 赤字会社からの寄附 22の４① 50万円以下の罰金 26の３Ⅰ

15 赤字会社からの寄附の受領 22の４② 50万円以下の罰金 26の３Ⅱ

16

業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫す

る等不当にその意思を拘束するような方法での寄附のあっせ

ん行為

22の７① ６ヵ月以下の拘禁刑 又は 30万円以下の罰金 26の４Ⅰ

17 寄附等への公務員の関与等 22の９① ６ヵ月以下の拘禁刑 又は 30万円以下の罰金 26の４ Ⅲ

18 寄附等への公務員の関与等の請求 22の９② ６ヵ月以下の拘禁刑 又は 30万円以下の罰金 26の４ Ⅳ

19

寄附者の意思に反した、その者の賃金、工賃、下請代金その

他から控除による方法での寄附のあっせん

22の７② 20万円以下の罰金 26の５

注 １： 上記の「14〜15」及び「19」以外の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰⾦を併科されることがあります（規正法27条①）。

  ２： 上記の「１〜19」⼜は注１の罪で罰⾦刑に処せられた者は、その裁判の確定の⽇から５年間選挙権及び被選挙権が停⽌されますし、拘禁刑以上の刑に

                   処せられた者は、その裁判の確定の日から刑の確定執行が終わるまでの間及びその後５年間は選挙権及び被選挙権が停止されます（規正法28条）。  
 
 
 

１ 寄附の制限に違反したときは、どのような罰則が適用 
されますか。 
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２ 公選法の寄附の制限に適用される罰則 
No 禁 止 さ れ て い る 寄 附 関係条文 罰  則 関係条文

1 飲食物の提供禁止 139 ２年以下の拘禁刑 又は50万円以下の罰金 243①Ⅰ

2 出納責任者の届出前の寄附の受領・支出 184 ３年以下の拘禁刑 又は50万円以下の罰金 246①Ⅰ

3 請負者等の寄附 199① ３年以下の拘禁刑 又は50万円以下の罰金 248①

4 会社等の特定の寄附 199 ３年以下の拘禁刑 又は50万円以下の罰金 248②

5 特定の者に対する寄附の勧誘・要求等 200①② ３年以下の拘禁刑 又は50万円以下の罰金 249

6 公職の候補者等の当該選挙に関する寄附 199の２① １年以下の拘禁刑 又は30万円以下の罰金 249の２①

7 公職の候補者等の社交の程度を超える寄附 199の２① １年以下の拘禁刑 又は30万円以下の罰金 249の２②

8

公職の候補者等の選挙に関しないもので、かつ、社交の程度

を超えない禁止される寄附

199の２① 50万円以下の罰金 249の２③

9 公職の候補者等を名義人とする寄附 199の２② 50万円以下の罰金 249の２④

10 公職の候補者等を威迫した寄附の勧誘・要求 199の２③ １年以下の拘禁刑 又は30万円以下の罰金 249の２⑤

11

公職の候補者等の当選又は被選挙権を失わせる目的の寄附の

勧誘・要求

199の２③ ３年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 249の２⑥

12

公職の候補者等以外の者を威迫した政治家名義の寄附の勧

誘・要求

199の２④ １年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 249の２⑦

13 公職の候補者等の関係会社等の選挙に関する寄附 199の３ 50万円以下の罰金 249の３

14 公職の候補者等の氏名を冠した団体の寄附 199の４ 50万円以下の罰金 249の４

15 後援団体の寄附 199の５① 50万円以下の罰金 249の５①

16

後援団体の集会等における饗応接待又は金銭若しくは物品等

の供与をしたもの

199の５② 50万円以下の罰金 249の５②

17

法人・団体等が後援団体の集会等における饗応接待又は金銭

若しくは物品等の供与

199の５② 50万円以下の罰金 249の５③

18 公職の候補者等の後援団体への一定期間内の寄附 199の５③ 50万円以下の罰金 249の５④

注 １：上記の「２〜７」及び「10〜12」の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰⾦を併科されることがあります（公選法 250条①）。

  ２：重⼤な過失により上記「２〜９」の罪を犯した者も、処罰されることがあります（公選法 250条②）。  
 
 
 
 
規正法において寄附の制限に違反した罰則以外にも、次のような行為について罰則

を規定しています。 
その主な内容は次のとおりです。 

 
罰          則 該  当  条  文 

24条 

Ⅰ ３年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 ９条、18条③、19条の４に違反して、会計帳簿を備
えず・未記載・虚偽記入をした者 

Ⅱ 〃 10 条に違反して、明細書の未提出・未記載・虚偽記
入をした者 

Ⅲ 〃 11 条に違反して、領収書の未徴取・未送付・虚偽記
入をした者 

Ⅳ 〃 
16 条①（19 条の 11 の３の規定により読み替えて適
用する場合を含む。）に違反して、会計帳簿等の保存
をしない者 

Ⅴ 〃 
16 条①（19 条の 11 の３の規定により読み替えて適
用する場合を含む。）の規定により保存すべき会計帳
簿等に虚偽記入をした者 

24条 
Ⅵ ３年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 15条の規定による事務の引継をしない者 

Ⅶ 〃 31条の規定により求められた説明の拒否、虚偽説明、
又は収支報告書等の訂正命令に違反した者 

25条① Ⅰ ５年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰
金 

12条、17条に違反して、収支報告書等を提出しなか
った者 

２ 寄附の制限以外にも罰則がありますか。 
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Ⅵ 規 正 法 の 罰 則 
 
 
 
 
 
 
規正法は、諸規定が正しく履行されるように、それを担保する意味で罰則が規定さ

れています。 
したがって、規正法違反の罪を犯した者は、それぞれの罪状に応じて処罰されます。 
また、処罰を受けた者は、さらに、一定期間、選挙権及び被選挙権（公民権）が停

止され、投票することも、立候補することもできません。停止期間は、犯した罪や刑
罰の種類によって異なります。 
主な罰則は次のようになっています。 

１ 規正法の寄附の制限に適用される罰則 
No 禁 止 さ れ て い る 寄 附 関係条文 罰  則 関係条文

1 政治団体届出前の寄附の受領・支出 8 ５年以下の拘禁刑 又は 100万円以下の罰金 23

2 会社・労働組合等の寄附制限 21① １年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26Ⅰ

3 会社等への制限を超える寄附の勧誘・ 要求 21③ １年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26Ⅱ

4 政治家の政治活動に関する寄附 21の２ １年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26Ⅰ

5 総枠制限を超える寄附 21の３①②③ １年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26Ⅰ

6 個別制限を超える寄附 22①② １年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26Ⅰ

7

会社等の寄附、公職の候補者への寄附、

総枠 ・個別制限を超える寄附等の受領

22の２ １年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26Ⅲ

8 補助金等交付団体の寄附 22の３①② ３年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26の２Ⅰ

9 補助金等交付団体の寄附の勧誘・要求 22の３⑤ ３年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26の２Ⅱ

10 補助金等交付団体の寄附の受領 22の３⑥ ３年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26の２Ⅲ

11 外国人・外国法人等からの寄附の受領 22の５① ３年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26の２Ⅲ

12 匿名の寄附 22の６① ３年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26の２Ⅳ

13 匿名の寄附の受領 22の６③ ３年以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 26の２Ⅲ

14 赤字会社からの寄附 22の４① 50万円以下の罰金 26の３Ⅰ

15 赤字会社からの寄附の受領 22の４② 50万円以下の罰金 26の３Ⅱ

16

業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫す

る等不当にその意思を拘束するような方法での寄附のあっせ

ん行為

22の７① ６ヵ月以下の拘禁刑 又は 30万円以下の罰金 26の４Ⅰ

17 寄附等への公務員の関与等 22の９① ６ヵ月以下の拘禁刑 又は 30万円以下の罰金 26の４ Ⅲ

18 寄附等への公務員の関与等の請求 22の９② ６ヵ月以下の拘禁刑 又は 30万円以下の罰金 26の４ Ⅳ

19

寄附者の意思に反した、その者の賃金、工賃、下請代金その

他から控除による方法での寄附のあっせん

22の７② 20万円以下の罰金 26の５

注 １： 上記の「14〜15」及び「19」以外の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰⾦を併科されることがあります（規正法27条①）。

  ２： 上記の「１〜19」⼜は注１の罪で罰⾦刑に処せられた者は、その裁判の確定の⽇から５年間選挙権及び被選挙権が停⽌されますし、拘禁刑以上の刑に

                   処せられた者は、その裁判の確定の日から刑の確定執行が終わるまでの間及びその後５年間は選挙権及び被選挙権が停止されます（規正法28条）。  
 
 
 

１ 寄附の制限に違反したときは、どのような罰則が適用 
されますか。 
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２ 公選法の寄附の制限に適用される罰則 
No 禁 止 さ れ て い る 寄 附 関係条文 罰  則 関係条文

1 飲食物の提供禁止 139 ２年以下の拘禁刑 又は50万円以下の罰金 243①Ⅰ

2 出納責任者の届出前の寄附の受領・支出 184 ３年以下の拘禁刑 又は50万円以下の罰金 246①Ⅰ

3 請負者等の寄附 199① ３年以下の拘禁刑 又は50万円以下の罰金 248①

4 会社等の特定の寄附 199 ３年以下の拘禁刑 又は50万円以下の罰金 248②

5 特定の者に対する寄附の勧誘・要求等 200①② ３年以下の拘禁刑 又は50万円以下の罰金 249

6 公職の候補者等の当該選挙に関する寄附 199の２① １年以下の拘禁刑 又は30万円以下の罰金 249の２①

7 公職の候補者等の社交の程度を超える寄附 199の２① １年以下の拘禁刑 又は30万円以下の罰金 249の２②

8

公職の候補者等の選挙に関しないもので、かつ、社交の程度

を超えない禁止される寄附

199の２① 50万円以下の罰金 249の２③

9 公職の候補者等を名義人とする寄附 199の２② 50万円以下の罰金 249の２④

10 公職の候補者等を威迫した寄附の勧誘・要求 199の２③ １年以下の拘禁刑 又は30万円以下の罰金 249の２⑤

11

公職の候補者等の当選又は被選挙権を失わせる目的の寄附の

勧誘・要求

199の２③ ３年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 249の２⑥

12

公職の候補者等以外の者を威迫した政治家名義の寄附の勧

誘・要求

199の２④ １年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 249の２⑦

13 公職の候補者等の関係会社等の選挙に関する寄附 199の３ 50万円以下の罰金 249の３

14 公職の候補者等の氏名を冠した団体の寄附 199の４ 50万円以下の罰金 249の４

15 後援団体の寄附 199の５① 50万円以下の罰金 249の５①

16

後援団体の集会等における饗応接待又は金銭若しくは物品等

の供与をしたもの

199の５② 50万円以下の罰金 249の５②

17

法人・団体等が後援団体の集会等における饗応接待又は金銭

若しくは物品等の供与

199の５② 50万円以下の罰金 249の５③

18 公職の候補者等の後援団体への一定期間内の寄附 199の５③ 50万円以下の罰金 249の５④

注 １：上記の「２〜７」及び「10〜12」の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰⾦を併科されることがあります（公選法 250条①）。

  ２：重⼤な過失により上記「２〜９」の罪を犯した者も、処罰されることがあります（公選法 250条②）。  
 
 
 
 
規正法において寄附の制限に違反した罰則以外にも、次のような行為について罰則

を規定しています。 
その主な内容は次のとおりです。 

 
罰          則 該  当  条  文 

24条 

Ⅰ ３年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 ９条、18条③、19条の４に違反して、会計帳簿を備
えず・未記載・虚偽記入をした者 

Ⅱ 〃 10 条に違反して、明細書の未提出・未記載・虚偽記
入をした者 

Ⅲ 〃 11 条に違反して、領収書の未徴取・未送付・虚偽記
入をした者 

Ⅳ 〃 
16 条①（19 条の 11 の３の規定により読み替えて適
用する場合を含む。）に違反して、会計帳簿等の保存
をしない者 

Ⅴ 〃 
16 条①（19 条の 11 の３の規定により読み替えて適
用する場合を含む。）の規定により保存すべき会計帳
簿等に虚偽記入をした者 

24条 
Ⅵ ３年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 15条の規定による事務の引継をしない者 

Ⅶ 〃 31条の規定により求められた説明の拒否、虚偽説明、
又は収支報告書等の訂正命令に違反した者 

25条① Ⅰ ５年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰
金 

12条、17条に違反して、収支報告書等を提出しなか
った者 

２ 寄附の制限以外にも罰則がありますか。 
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Ⅰの２ 〃 19条の14に違反して、政治資金監査報告書を提出し
なかった者 

Ⅱ 〃 12 条、17 条、18 条④、19 条の５に違反して、収支
報告書等への記載すべき事項を記載しなかった者 

Ⅲ 〃 12条①、17条①の収支報告書等に虚偽の記入をした
者 

25条②   50万円以下の罰金 
25 条①において、政治団体の代表者が、会計責任者
の選任等について相当の注意を怠ったとき（17 条を
除く。） 

25条③  〃 19条の14の２②に違反して確認書を交付せず、又は
確認をしないで確認書を交付した者 

25条④ 
Ⅰ 100万円以下の罰金 19条の14の２①の説明をせず、又は虚偽の説明をし

た者 
Ⅱ 〃 19条の14の２①の説明の義務がある者で、同条②の

確認を妨げた者 
25条⑤  50万円以下の罰金 19条の14の２④の確認書の添付をしなかった者 

26条の２ 
Ⅴ ３年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 22条の８④で準用する22条の６①に違反して匿名で

政治資金パーティーの対価の支払いをした者 
Ⅵ 〃 22条の８④で準用する22条の６③に違反して匿名で

政治資金パーティーの対価の支払いを受けた者 

26条の３ 

Ⅲ 50万円以下の罰金 22 条の８①に違反して、パーティーの対価の支払い
の限度額を超えて支払いを受けた者 

Ⅳ 〃 22 条の８②に違反して、政治資金パーティーの告知
をしなかった者 

Ⅴ 〃 22 条の８③に違反して、パーティーの対価の支払い
の限度額を超えて支払いをした者 

26条の４ 

Ⅱ ６月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 22条の８④で準用する22条の７①に違反して、政治
資金パーティー対価の支払いのあっせんをした者 

Ⅲ 〃 22 条の９①に違反して、政治資金パーティーの対価
の支払い等に関与した公務員 

Ⅳ 〃 22 条の９②に違反して、公務員等に対し政治資金パ
ーティーの対価の支払い等の関与を求めた者 

26条の５ Ⅱ 20万円以下の罰金 
22条の８④で準用する22条の７②に違反して、パー
ティー対価の支払いをしようとする者の意思に反し
て、その者の賃金等から控除する方法により集めた
者 

26条の６   30万円以下の罰金 19条の13③の政治資金監査報告書に虚偽記載をした
者 

26条の７   １年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 19条の28又は19条の32⑦に違反して、秘密を漏ら
した者 

27条①  拘禁刑及び罰金の併科 23条、24条、25条①、26条、26条の２、26条の４
27条②   重大な過失による処罰（情状酌量） 24条、25条①  
※ １ 23条から26条の５まで及び27条②の罰金刑は、裁判確定日から５年間……公民権は停止される（28条①） 

２ 23条、24条、25条①、26条、26条の２、26条の４及び27条②の拘禁刑は、裁判確定日から、①刑の執行を 
  終わるまでの間・刑の時効を除き刑の執行免除を受けるまでの間及びその後５年間、又は②刑の執行を受ける 
  ことがなくなるまでの間……公民権は停止される（28条②） 
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Ⅶ   政 治 活 動 の 規 制 
  
 
 
 

 
政治活動とは、一般的抽象的には「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、

若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を支持し、若しくはこれに反対することを
目的として行う直接間接の一切の行為」を指していると言えます。 
公選法では、この政治活動の概念から「選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」

を政治活動とし、選挙の期間中の特定の団体(政治活動を行う団体)の政治活動の方法
について、一定の制限を設けています。 
また、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者に当選を得させるため、

投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な行為をする
ことをいう。」( 昭 52. 2.24 最高裁判決 )と解され、政治活動とは観念的に区別し
ています。 
なお、公選法では主として選挙運動について規制していますが、通常行われる政治

活動についても規制している部分があります。 
 
 
 
 
 
政治活動を行うことは、憲法で保障された権利であり、本来自由なもので何ら規制

されるものではありません。しかし、政治活動の名目でも選挙の事前運動とみなされ
る場合は公選法によって禁止されています。 
なお、選挙が行われていないときであっても次の政治活動については、一定の制限

を受けます。 
 

１ 文書図画の掲示に関する規制（公選法143条⑯） 
公職の候補者（現職、候補者、立候補予定者）の氏名や氏名類推事項（写真、似

顔絵等）及び後援団体（公選法 199条の５に該当する団体）の名称を記載した政治
活動のために使用される文書図画については、次のものを除き掲示できませんので、
注意を要します。 
 
 

１ 政治活動と選挙運動はどのように違いますか。 

２ 日常の政治活動に何か規制がありますか。 
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